
子どもを守るためのいじめ根絶に関する決議 

 

 子どもたちが、多くの可能性にチャレンジしながらたくましく成長する

ことは、県民すべての願いである。 

 しかし、最近では、携帯電話等を利用したいわゆる「ネットいじめ」が

新しい形のいじめとして深刻化している。 

 「ネットいじめ」では、個人情報や身に覚えのない中傷が安易に流れる

だけではなく、第三者がいじめに加わるなど、加害者側と被害者側の関係

が複雑化かつ多様化しており、大人から非常に見えにくいという点が、大

きな特徴となっている。 

 いじめを防止するためには、「いじめを絶対に許さない」という強い信念

のもとに、県、市町村、学校、保護者、県民等が連携してきずなを深め、

社会総掛かりで取り組む必要がある。 

 よって、本県議会は、子どもの健やかな成長と豊かな心をはぐくむため、

かけがえのない命の尊さを一層訴え続けるとともに、県民と一体となって、

いじめの根絶を目指して、全力で取り組むものとする。 

 以上、決議する。  
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